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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無端状のベルトと、該ベルトを加熱する熱源と、前記ベルトの内部に配設されたニップ
形成部材と、前記ベルトを挟んで前記ニップ形成部材に圧接して定着ニップを形成する回
転可能な加圧部材とを備え、未定着画像を担持する記録材を前記定着ニップに通過させる
ことにより記録材上の未定着画像を定着させる定着装置であって、
　前記加圧部材が、その長手方向の端部に、前記ベルトに回転駆動力を与える高粘着領域
を有し、前記ニップ形成部材が、その定着ニップ側の表面に延在して前記高粘着領域に対
向する金属材を有する定着装置において、
　前記熱源の輻射を遮断する可動性の遮光部材を有し、ウォーミングアップ時には前記可
動性の遮光部材を最も開放した状態とすること、及び、連続通紙中に前記可動性の遮光部
材を徐々に閉じることを特徴とする定着装置。
【請求項２】
　前記金属材は、前記熱源の発熱領域に相当する範囲と、該発熱領域の長手方向外側の非
発熱領域に相当する範囲とにまたがるように配置されていることを特徴とする請求項１に
記載の定着装置。
【請求項３】
　前記高粘着領域が、通紙想定最大用紙の通紙領域より前記加圧部材の長手方向外側にあ
ることを特徴とする請求項１又は２に記載の定着装置。
【請求項４】
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　ウォーミングアップ時には、印刷動作時よりも前記加圧部材を遅い速度で回転すること
を特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記載の定着装置。
【請求項５】
　周囲温度が低いほど、遅い速度での回転時間を長く保つことを特徴とする請求項４に記
載の定着装置。
【請求項６】
　所定以上の連続通紙を行う場合には記録材の通紙間隔を広げることを特徴とする請求項
１～５のいずれか一項に記載の定着装置。
【請求項７】
　前記熱源の加熱力は、長手方向中央部よりも長手方向端部が強くなっていることを特徴
とする請求項１～６のいずれか一項に記載の定着装置。
【請求項８】
　前記熱源の長手方向外側端部の発熱領域に対する固定遮光部材が前記高粘着領域より前
記加圧部材の長手方向外側に設けられていることを特徴とする請求項１～７のいずれか一
項に記載の定着装置。
【請求項９】
　反射部材が前記ベルト内で、前記熱源のベルトに面した側と反対側に設けられ、その長
手方向外側端部が前記高粘着領域よりも外側にあることを特徴とする請求項１～８のいず
れか一項に記載の定着装置。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれか一項に記載の定着装置を備える画像形成装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、定着装置、及び該定着装置を搭載した画像形成装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　複写機、プリンタ、ファクシミリ、又はそれらの少なくとも２つの機能を有する複合機
等の画像形成装置に対し、近年、省エネルギー化、高速化についての市場要求が強くなっ
てきている。
【０００３】
　画像形成装置では、電子写真記録、静電記録、磁気記録等の画像形成プロセスにより、
未定着トナー画像を、画像転写方式若しくは直接方式により記録用紙、印刷紙、感光紙、
静電記録紙等の記録材に形成する。記録材上の未定着トナー画像を定着させるための定着
装置としては、熱ローラ方式、フィルム加熱方式、電磁誘導加熱方式等の接触加熱方式の
定着装置が広く採用されている。
【０００４】
　このような定着装置における近年の課題としては以下のようなものがある。
・電源投入時等に常温状態から印刷可能な所定の温度（リロード温度）に達するまでに要
する時間であるウォームアップ時間や、印刷要求を受けた後に印刷準備を経て印字動作を
行い排紙が完了するまでの時間であるファーストプリント時間の更なる短縮化（課題１）
。
・画像形成装置の高速化に伴い、単位時間当たりの通紙枚数が増え、必要熱量が増大して
いるため、特に連続印刷の始めに熱量が不足する、所謂温度落ち込みの問題（課題２）。
【０００５】
　以上のような課題を解決するために、本願出願人は、可撓性を有する無端ベルト乃至フ
ィルムと、該無端ベルトの内部で位置固定に設けられ且つ熱源により加熱されるパイプ状
の金属熱伝導体と、無端ベルトを介して金属熱伝導体に当接して定着ニップ部を形成する
加圧ローラと、を備えて構成された定着装置を提案した（例えば特許文献１、特許文献２
）。無端ベルトは、その内側に設けられたパイプ状の金属熱伝導体から熱を受けて全体的
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に加熱されると共に、加圧ローラの回転に伴って位置固定の金属熱伝導体の外周面を移動
可能である。そして、定着ニップ部に突入した未定着トナー像を担持した記録材は、加熱
された無端ベルトの熱により溶融されると共に、加圧ローラからの押圧力を受けつつ、加
圧ローラの回転に伴って無端ベルトと共に搬送される。
【０００６】
　しかしながら、このような定着装置では、位置固定された金属熱伝導体を加熱し、その
加熱された金属熱伝導体から無端ベルトが熱を受け、いわば間接加熱方式になっており、
伝熱効率の点で改善の余地がある。そこで、金属熱伝導体を取り除いて、低熱容量の無端
ベルトを直接加熱する構成とした定着装置が開示され、既知となっている（例えば特許文
献３）。この構成では、伝熱効率が大幅に向上し、消費電力を低減すると共に、加熱待機
時からのファーストプリント時間を更に短縮することを実現する。
【０００７】
　しかしながら、低熱容量の無端ベルトを用いた定着構成の場合でも、所謂端部温度上昇
の問題がある。これは、小サイズの記録材が通過する領域（通紙領域）では、記録材やこ
れに載る未定着トナーを加熱するために熱が消費されるが、非通紙領域では記録材等によ
り熱が奪われないため、ベルトやニップ形成部材、その支持部材等に熱が蓄積し、この非
通紙領域のニップ部の温度が、所定温度に維持管理される通紙領域のニップ部温度よりも
高くなってしまう、という現象である。連続通紙時に発生する端部温度上昇では、定着装
置内の部材が熱劣化する可能性があり、定着ニップ部においてベルトを介して熱移動を受
ける加圧ローラも例外ではない。
【０００８】
　また一方で、低熱容量の無端ベルトは極めて薄いフィルム状で、このような薄肉ベルト
を定着ニップ部において安定して走行移動させるためには、その外周に当接する加圧ロー
ラから無端ベルトに確実に駆動力が与えられる必要がある。そのためには加圧ローラの表
面が滑り抵抗の高い材質で構成されているのが好ましいが、滑り抵抗が高いと表面粘着性
も高くなる。表面粘着性が高いと、画像定着時に無端ベルトに残った残トナーが加圧ロー
ラに付着し、後の画像定着時に通紙する記録材の裏面を汚してしまう問題を発生する。
【０００９】
　そのため、画像定着時にトナーが存在し得る通紙領域における加圧ローラ中央領域には
粘着性の低いテトラフルオロエチレン-パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体（
ＰＦＡ）チューブ等で表面コーティングし、端部領域ではソリッドゴムをむき出しにして
高粘着領域として、加圧ローラ中央領域で不足する駆動力伝達を補うことが行われている
。
【００１０】
　高粘着領域形成のためにソリッドゴムを用いる場合、ゴムの粘性を得るためには或る程
度温度を上げる必要があるが、熱源から直接加熱する構成であると、高粘着領域が長時間
高温にさらされる場合がある。ソリッドゴムは過剰に高温にさらされると、その組織が硬
化し粘着力が低下するだけでなく、最悪の場合、硬化が進行してゴムにクラックが生じて
破損することもある。つまり、加圧ローラの高粘着領域は適当に加熱する必要があるが、
過剰に高温状態が続くと不具合を生じるという問題があった。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　そこで本発明は、定着部材として低熱容量の無端ベルトを用い、紙幅の狭い小サイズの
記録材を連続通紙するような場合でも、無端ベルトに当接する加圧部材の高温劣化を回避
できる一方で該加圧部材が無端ベルトに回転駆動力を確実に与えることができることを課
題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記課題を解決するため、本発明では、無端状のベルトと、該ベルトを加熱する熱源と
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、前記ベルトの内部に配設されたニップ形成部材と、前記ベルトを挟んで前記ニップ形成
部材に圧接して定着ニップを形成する回転可能な加圧部材とを備え、未定着画像を担持す
る記録材を前記定着ニップに通過させることにより記録材上の未定着画像を定着させる定
着装置であって、前記加圧部材が、その長手方向の端部に、前記ベルトに回転駆動力を与
える高粘着領域を有し、前記ニップ形成部材が、その定着ニップ側の表面に延在して前記
高粘着領域に対向する金属材を有する定着装置において、前記熱源の輻射を遮断する可動
性の遮光部材を有し、ウォーミングアップ時には前記可動性の遮光部材を最も開放した状
態とし、及び、連続通紙中に前記可動性の遮光部材を徐々に閉じる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、定着ベルトに圧接するニップ形成部材の定着ニップ側表面に延在する
ことで、定着ベルトの幅方向、即ち、ニップ形成部材の長手方向／軸方向における熱移動
能を高める高熱伝導性の金属材によって、加圧部材の長手方向端部にある高粘着領域への
熱供給が行われるので、該高粘着領域を適切に高め、そのグリップ性を確保することがで
きる一方、小サイズ紙の連続通紙の際には、非通紙領域での過昇温状態を均熱部材によっ
て回避し、加圧部材の端部高粘着領域において過剰高温状態が続くことを避けることがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の実施の一形態に係る画像形成装置の全体構成を示す概略図である。
【図２】定着装置の第１の実施形態を示す断面図である。
【図３】ニップ形成部材の構成を示す図である。
【図４】ニップ形成部材の分解図である。
【図５】ニップ形成部材の概略分解斜視図である。
【図６】本発明の実施の一形態における、ニップ形成部材／均熱部材、反射部材、ホルダ
のフランジ部、ヒータ、加圧ローラ及びその高粘着領域等の配置関係を示す図である。
【図７】ニップ側均熱部材の端部に切欠きを形成する場合のニップ形成部材の構成を示す
図である。
【図８】図７に示すニップ形成部材の分解図である。
【図９】交換可能なグリップ部材を備えた加圧ローラの構成を示す断面図である。
【図１０】図９に示す加圧ローラの斜視図である。
【図１１】加圧ローラの端部グリップ部を交換可能にした別の構成を示す図であり、図１
１ａは側面図、図１１ｂはローラ端部の構成図である。
【図１２】定着装置の第２の実施形態を示す断面図である。
【図１３】各種サイズの用紙が定着処理される際の可動性の遮光部材の位置を示す図であ
る。
【図１４】定着装置の第３の実施形態を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、添付の図面に基づき、本発明の実施の形態について説明する。
　図１は、本発明の実施の一形態に係る画像形成装置の全体構成を示す概略図である。
　ここに示した画像形成装置１は、カラーレーザープリンタであり、そのプリンタ本体の
中央には、４つの作像部４Ｙ、４Ｍ、４Ｃ、４Ｋが設けられている。各作像部４Ｙ、４Ｍ
、４Ｃ、４Ｋは、カラー画像の色分解成分に対応するイエロー（Ｙ）、マゼンタ（Ｍ）、
シアン（Ｃ）、ブラック（Ｋ）の異なる色の現像剤を収容している以外は同じ構成となっ
ている。
【００１６】
　具体的に、各作像部４Ｙ、４Ｍ、４Ｃ、４Ｋは、潜像担持体としてのドラム状の感光体
５と、感光体５の表面を帯電させる帯電装置６と、感光体５の表面にトナーを供給する現
像装置７と、感光体５の表面をクリーニングするクリーニング装置８等を備える。なお、
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図１では、ブラックの作像部４Ｋが備える感光体５、帯電装置６、現像装置７、クリーニ
ング装置８のみに符号を付し、その他の作像部４Ｙ、４Ｍ、４Ｃにおいては符号を省略し
ている。
【００１７】
　作像部４Ｙ、４Ｍ、４Ｃ、４Ｋの下方には、感光体５の表面を露光する露光装置９が配
設されている。露光装置９は、光源、ポリゴンミラー、ｆ－θレンズ、反射ミラー等を有
し、画像データに基づいて各感光体５の表面へレーザー光を照射するようになっている。
【００１８】
　作像部４Ｙ、４Ｍ、４Ｃ、４Ｋの上方には、転写装置３が配設されている。転写装置３
は、転写体としての中間転写ベルト３０と、一次転写手段としての４つの一次転写ローラ
３１と、二次転写手段としての二次転写ローラ３６とを備える。更に、転写装置３は二次
転写バックアップローラ３２、クリーニングバックアップローラ３３、テンションローラ
３４、及びベルトクリーニング装置３５を備えている。
【００１９】
　中間転写ベルト３０は、無端状のベルトであり、二次転写バックアップローラ３２、ク
リーニングバックアップローラ３３及びテンションローラ３４によって張架されている。
ここでは、二次転写バックアップローラ３２が回転駆動することによって、中間転写ベル
ト３０は図の矢印で示す方向に周回走行（回転）するようになっている。
【００２０】
　４つの一次転写ローラ３１は、それぞれ、各感光体５との間で中間転写ベルト３０を挟
み込んで一次転写ニップを形成している。また、各一次転写ローラ３１には、プリンタ本
体の電源が接続されており、所定の直流電圧（ＤＣ）及び／又は交流電圧（ＡＣ）が各一
次転写ローラ３１に印加されるようになっている。
【００２１】
　二次転写ローラ３６は、二次転写バックアップローラ３２との間で中間転写ベルト３０
を挟み込んで二次転写ニップを形成している。また、一次転写ローラ３１と同様に、二次
転写ローラ３６にもプリンタ本体の電源が接続されており、所定の直流電圧（ＤＣ）及び
／又は交流電圧（ＡＣ）が二次転写ローラ３６に印加されるようになっている。
【００２２】
　ベルトクリーニング装置３５は、中間転写ベルト３０に当接するように配設されたクリ
ーニングブラシとクリーニングブレードを有する。
　プリンタ本体の上部には、ボトル収容部２が設けられており、ボトル収容部２には補給
用のトナーを収容した４つのトナーボトル２Ｙ、２Ｍ、２Ｃ、２Ｋが着脱可能に装着され
ている。各トナーボトル２Ｙ、２Ｍ、２Ｃ、２Ｋと各現像装置７との間には、周知のよう
に補給路が設けられ、この補給路を介して各トナーボトル２Ｙ、２Ｍ、２Ｃ、２Ｋから各
現像装置７へトナーが補給されるようになっている。
【００２３】
　一方、プリンタ本体の下部には、記録材としての用紙Ｐを収容した給紙トレイ１０や、
給紙トレイ１０から用紙Ｐを搬出する給紙ローラ１１等が設けられている。ここで、記録
材には、普通紙以外に、厚紙、はがき、封筒、薄紙、塗工紙（コート紙やアート紙等）、
トレーシングペーパ、ＯＨＰシート等が含まれる。また、周知のように、手差し給紙機構
が設けられていてもよい。
【００２４】
　プリンタ本体内には、用紙Ｐを給紙トレイ１０から二次転写ニップを通過させて装置外
へ排出するための搬送路Ｒが配設されている。搬送路Ｒにおいて、二次転写ローラ３６の
位置よりも用紙搬送方向上流側には、二次転写ニップへ用紙Ｐを搬送する搬送手段として
の一対のレジストローラ１２が配設されている。
【００２５】
　また、二次転写ローラ３６の位置よりも用紙搬送方向下流側には、用紙Ｐに転写された
未定着画像を定着するための定着装置２０が配設されている。更に、定着装置２０よりも
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搬送路Ｒの用紙搬送方向下流側には、用紙を装置外へ排出するための一対の排紙ローラ１
３が設けられている。また、プリンタ本体の上面部には、装置外に排出された用紙をスト
ックするための排紙トレイ１４が設けてある。
【００２６】
　本実施形態に係るプリンタの基本的動作は次のようである。作像動作が開始されると、
各作像部４Ｙ、４Ｍ、４Ｃ、４Ｋにおける各感光体５が図の時計回りに回転駆動され、各
感光体５の表面が帯電装置６によって所定の極性に一様に帯電される。帯電された各感光
体５の表面には、露光装置９からレーザー光がそれぞれ照射されて、各感光体５の表面に
静電潜像が形成される。このとき、各感光体５に露光する画像情報は所望のフルカラー画
像をイエロー、マゼンタ、シアン及びブラックの色情報に分解した単色の画像情報である
。このように各感光体５上に形成された静電潜像に、各現像装置７によってトナーが供給
されることにより、静電潜像はトナー画像として顕像化（可視像化）される。
【００２７】
　また、作像動作が開始されると、二次転写バックアップローラ３２が図の反時計回りに
回転駆動し、中間転写ベルト３０を図の矢印で示す方向に周回走行させる。そして、各一
次転写ローラ３１に、トナーの帯電極性と逆極性の定電圧又は定電流制御された電圧が印
加される。これにより、各一次転写ローラ３１と各感光体５との間の一次転写ニップにお
いて転写電界が形成される。
【００２８】
　その後、各感光体５の回転に伴い、感光体５上の各色のトナー画像が一次転写ニップに
達したときに、一次転写ニップにおいて形成された転写電界によって、各感光体５上のト
ナー画像が中間転写ベルト３０上に順次重ね合わせて転写される。かくして中間転写ベル
ト３０の表面にフルカラーのトナー画像が担持される。また、中間転写ベルト３０に転写
しきれなかった各感光体５上のトナーは、クリーニング装置８によって除去される。各感
光体５の表面は、その後、除電され、表面電位が初期化される。
【００２９】
　画像形成装置の下部では、給紙ローラ１１が回転駆動を開始し、給紙トレイ１０から用
紙Ｐが搬送路Ｒに送り出される。搬送路Ｒに送り出された用紙Ｐは、レジストローラ１２
によってタイミングを計られて、二次転写ローラ３６と二次転写バックアップローラ３２
との間の二次転写ニップに送られる。このとき二次転写ローラ３６には、中間転写ベルト
３０上のトナー画像のトナー帯電極性と逆極性の転写電圧が印加されており、これにより
、二次転写ニップに転写電界が形成されている。
【００３０】
　その後、中間転写ベルト３０の周回走行に伴って、中間転写ベルト３０上のトナー画像
が二次転写ニップに達したときに、そのニップにおいて形成された転写電界によって、中
間転写ベルト３０上のトナー画像が用紙Ｐ上に一括して転写される。また、このとき用紙
Ｐに転写しきれなかった中間転写ベルト３０上の残留トナーは、ベルトクリーニング装置
３５によって除去され、除去されたトナーはプリンタ本体内に置かれた廃トナー収容器へ
と搬送され、回収される。
【００３１】
　その後、用紙Ｐは定着装置２０へと搬送され、定着装置２０によって用紙Ｐ上のトナー
画像が当該用紙Ｐに定着される。そして、用紙Ｐは、排紙ローラ１３によって装置外へ排
出され、排紙トレイ１４上にストックされる。
【００３２】
　以上の説明は、用紙上にフルカラー画像を形成するときの画像形成動作であるが、４つ
の作像部４Ｙ、４Ｍ、４Ｃ、４Ｋのいずれか１つを使用して単色画像を形成したり、２つ
又は３つの作像部を使用して、２色又は３色の画像を形成したりすることも可能である。
【００３３】
（定着装置の第１例）
　図２は、定着装置２０の第１の実施形態を示す概略的な断面構成図である。
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　定着装置２０は、無端状のベルトである低熱容量の定着ベルト２１と、定着ベルト２１
に、その外周側から当接する回転可能な加圧部材である加圧ローラ２２と、定着ベルト２
１の内部（ループ内）に配され定着ベルト２１を加熱するヒータ２３とを有する。更に定
着ベルト２１の内部には、定着ベルト２１を介して加圧ローラ２２とで定着ニップを形成
するニップ形成部材２４と、ニップ形成部材２４を支持する支持部材２５と、ヒータ２３
と支持部材２５の間に配された反射部材２７と、定着ベルト２１の温度を検知する温度検
知手段としての温度センサ２９を有する。支持部材２５（ステーとも称する）やヒータ２
３は、その長手方向（軸方向）両端をホルダ２６によって支えられている。ホルダ２６に
よる固定支持に代えて、定着装置２０の側板に固定されていてもよい。また、ニップ形成
部材２４の定着ベルト２１との摺動面に低摩擦材（摺動シート）が設けられていてもよい
。
【００３４】
　反射部材２７は、高融点の金属材料等で構成され、少なくとも支持部材２５のヒータ２
３に向いた面が、ヒータ２３からの光を定着ベルト２１へ反射するように鏡面状態に加工
されており、ヒータ２３からの輻射熱等により支持部材２５等が加熱されてしまうことに
よる無駄なエネルギー消費を抑制する。
【００３５】
　本実施形態において、ヒータ２３は、小サイズ紙に対応した長手方向中央部に発熱領域
を有するもの（２３ａ）と、大サイズ紙に対応して長手方向両端部に発熱領域を有するも
の（２３ｂ）との、２本構成となっており、長手方向端部用の加熱力は中央部用のものよ
り強くなっている。端部用の加熱力を高くすることによって端部側の放熱による温度低下
傾向を補う。ヒータは１本構成や３本構成もあり得、フィラメント／コイルの単位長さ当
たりのコイル巻き数を調整する等して、熱源の発する熱量の多寡を調整する。熱源として
は、ハロゲンヒータが一般的であるが、誘導加熱装置であっても良いし、抵抗発熱体、カ
ーボンヒータ等であっても良い。また周知のように、定着装置２０の用紙搬送方向下流側
には、定着ベルト２１から用紙Ｐを分離する分離部材が配されている。分離部材は、本願
発明の構成と直接関係しないので、描写を割愛する。
【００３６】
　更に周囲温度（室温）を検知する別の温度センサも設けられており、その検知温度に応
じてウォーミングアップ時における加圧ローラ２２の回転速度を定着動作時、したがって
印刷動作時よりも遅くするように制御するようになっている。それは、後に詳述するよう
に、均熱部材を備えるニップ形成部材２４を介して加圧ローラ２２を加熱する特徴的構成
に起因している。即ち、加圧ローラを内部熱源や低熱容量の定着ベルト２１を介したヒー
タ２３から直接加熱するのと異なり、低温状態からの加熱時に加圧ローラ２２の高粘着領
域の温度上昇が鈍く、定着ベルト２１との間でスリップを発生するリスクが増しているか
らである。スリップが発生すると定着ベルト２１の回転が滞り、止まった定着ベルト２１
がヒータ２３から局所加熱を受け、低熱容量の特性のため、単位時間当たりの昇温が異常
な状態となって、定着ベルト２１に熱的ダメージを及ぼす。このような事態を防止するた
め、低温状態からの加熱動作時には均熱部材が温まるまで加圧ローラ２２の回転速度を遅
くするのである。なお、ウォーミングアップ時であるか否かの認識は、周囲温度検知セン
サによる検知結果によらず、装置の作動履歴と経過時間からも知ることも可能である。
【００３７】
　また検知された室温が、したがって定着装置自体の温度が低ければ低いほど、ウォーミ
ングアップを、したがって加熱時間を長くとる必要があるので、遅い回転速度で加圧ロー
ラ２２を回転させる時間を長く保つようになっているのが好適である。例えば、定着装置
が２０℃の時の加熱の際には５秒でよかった低速回転時間を、定着装置が１０℃の時には
１０秒とする具合に長く維持する。
【００３８】
　定着ベルト２１は、低熱容量化を図るため、フィルムのように薄肉で小径化した可撓性
を有する無端状の部材で構成されている。材料的には、ＳＵＳ等の金属材料やポリイミド
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（ＰＩ）等の樹脂材料で形成された内周側の基材と、ＰＦＡやポリテトラフルオロエチレ
ン（ＰＴＦＥ）等で形成された外周側の離型層によって構成されている。基材と離型層と
の間に、シリコーンゴム、発泡性シリコーンゴム、あるいはフッ素ゴム等のゴム材料で形
成された弾性層を介在させてもよい。その弾性層の厚さを例えば１００μｍとすることで
、未定着トナーを押しつぶして定着させるときに弾性層の弾性変形により、ベルト表面の
微小な凹凸を吸収でき、光沢ムラの発生を回避できる。そこで、定着ベルト２１を構成す
る基材、弾性層、離型層のそれぞれの厚さを、２０～５０μｍ、１００～３００μｍ、１
０～５０μｍの範囲に設定し、全体としての厚みを１ｍｍ以下に設定している。また、定
着ベルト２１の直径は、２０～４０ｍｍに設定している。
【００３９】
　加圧ローラ２２は、芯金と、芯金の表面に設けられたソリッドゴム、発泡性シリコーン
ゴム、フッ素ゴム等から成る弾性層と、通紙想定最大用紙での通紙領域をカバーする弾性
層の表面に設けられたＰＦＡやＰＴＦＥ等から成る離型層によって構成されている。通紙
想定最大用紙の通紙領域より外側であって、離型層がなく弾性層がむき出しになった加圧
ローラ２２の端部領域が、高粘着領域であり、グリップ部とも称される。弾性層がむき出
しになった高粘着領域は、定着ベルト２１とで用紙Ｐを挟持する離型層よりもタック性が
高く、摩擦係数が高い表面性状となっていて、グリップ性を確実に発揮することができる
。そして、通紙領域の離型層が弾性層を幾らか押し込むように取り付けられているため、
高粘着領域と通紙領域はそれぞれの外周面が軸方向において略平坦になっている。加圧ロ
ーラ２２はスプリング等により定着ベルト側に押し付けられており、加圧ローラ２２と定
着ベルト２１とが圧接する箇所では、加圧ローラ２２の弾性層が押しつぶされることで、
所定幅の定着ニップが形成されている。なお、ここで通紙領域とは、定着ニップにおいて
理想的な状態で用紙Ｐが通過する領域に、実際の装置機構における加圧ローラ２２の軸方
向のガタ分や、搬送される用紙Ｐの主走査方向（軸方向）の通紙位置のばらつき分を加え
た領域を少なくとも含んでいる。
【００４０】
　また、加圧ローラ２２は、プリンタ本体に設けられたモータ等の駆動源によって回転駆
動するように構成されている。加圧ローラ２２が回転駆動すると、その駆動力が定着ニッ
プで定着ベルト２１に伝達され、定着ベルト２１が従動回転するようになっている。定着
ベルト２１は定着ニップでニップ形成部材２４と加圧ローラ２２に挟み込まれて回転駆動
力を与えられ、定着ニップ以外では、支持部材２５やヒータ２３と同じように、その幅方
向両端をホルダ２６（フランジ部２６ａ）によって支えられている。
【００４１】
　本実施形態では、加圧ローラ２２を中実のローラとしているが、中空のローラであって
もよい。いずれにせよ、加圧ローラ２２への熱供給は定着ベルト２１のためのヒータ２３
によって行われる。該ヒータ２３は、プリンタ本体に設けられた電源部により出力制御さ
れて発熱するように構成されており、その出力制御は、定着ベルト２１の外周に設けられ
た温度センサ２９によるベルト表面の温度検知結果に基づいて行われる。このようなヒー
タの出力制御によって、定着ベルト２１の温度（定着温度）を所望の温度に設定できるよ
うになっている。
【００４２】
　定着ベルト２１の幅方向に渡って長尺状に配されたニップ形成部材２４が、支持部材２
５によって固定支持されることで、ニップ形成部材２４に撓みが生じることを防止し、加
圧ローラ２２の軸方向に渡って均一なニップ幅が得られるようになっている。なお、ニッ
プ形成部材２４は、機械的強度が高く耐熱温度２００℃以上の耐熱性部材で構成されてい
る。これにより、トナー定着温度域で、熱によるニップ形成部材２４の変形を防止し、安
定した定着ニップの状態を確保し、出力画質の安定化を図っている。
【００４３】
　図３は、用紙搬送方向から見たニップ形成部材２４の詳細構成を示す断面図（断面域は
、図２の定着ニップの略中央であり、図の左右方向が長手方向で、図の上方がニップ側、
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下方が支持部材側である）で、図４はその分解図である。また、図３のニップ形成部材２
４の概略分解斜視図が図５である。
【００４４】
　図３～５に示すニップ形成部材２４は、基材２４１と、定着ベルト２１を介して加圧ロ
ーラ２２に対向する定着ニップ側の均熱部材２４２と、支持部材側に延在する均熱部材２
４３と、それらの中間に位置する均熱部材２４４で構成されている。なお、均熱部材は、
定着ベルトの長手方向における熱移動を容易にする機能を有し、熱移動補助部材とも称さ
れる。
【００４５】
　基材２４１は、図４，５に分解して示すように、中央部材２４１Ｃ、２つの端部材２４
１Ｔ、２つの接続部材２４１Ｓからなっている。基材２４１には、一般的な耐熱性樹脂で
あるＰＥＳ（ポリエーテルサルフォン）、ＰＰＳ（ポリフェニレンスルフィド）、ＰＥＮ
（ポリエーテルニトリル）、ＰＡＩ（ポリアミドイミド）等が用いられ、均熱部材よりも
熱伝導率が低くなっている。
【００４６】
　均熱部材２４２、２４３、２４４は、銅（Ｃｕ）やアルミニウム（Ａｌ）等の熱伝導率
の高い金属材料で形成され、高熱伝導を確保している。ニップ側の均熱部材２４２は、定
着ベルト２１からの熱を直に（低摩擦部材を介在させている場合には該低摩擦部材を介し
て）受ける部材である。均熱部材２４２を用紙幅方向に配設して備えることにより、例え
ば小サイズ紙を連続通紙した場合に非通紙領域で定着ベルト温度が上昇したとしても、そ
の熱を長手方向（用紙幅方向）に効率良く移動、拡散させることができる。一方、通紙前
にあっては端部放熱による温度降下を長手方向中央から端部側への熱移動、熱拡散によっ
てカバーすることができ、ひいては加圧ローラ、特に高粘着領域への熱供給を、長手方向
にて温度分布が大きくなることを抑制しながら行うことが可能となる。
【００４７】
　支持部材（ステー）側の均熱部材２４３は、支持部材２５（図２）に接触するようにニ
ップ形成部材２４のニップと反対側の面に配置された均熱部材である。また、中間の均熱
部材２４４は、支持部材側の均熱部材２４３と基材２４１（より正確には接続部材２４１
Ｓ）の間に配置された均熱部材である。長手方向（定着ベルト回転軸方向）における中間
の均熱部材２４４の位置は、小サイズ紙（例えばＡ４縦）を通紙した場合の用紙端部に対
応している。即ち、中間の均熱部材２４４の中央側の端部が小サイズ紙通紙領域の端部と
重なる（オーバーラップする）ように配置されている。このように配置された中間の均熱
部材２４４により、小サイズ紙を連続通紙して通紙領域の端部付近で温度上昇が生じた場
合でも、その熱を効率良く支持部材側の均熱部材２４３に伝達して、用紙幅方向及びニッ
プ形成部材２４の厚さ方向に拡散、吸熱できる。
【００４８】
　なお、中間の均熱部材２４４を配置するために、その部分で基材２４１の厚さ（図の上
下方向）を薄くしており、図示例では接続部材２４１Ｓと中間の均熱部材２４４を重ねた
厚さが基材の中央部材２４１Ｃと等しくなっている。
【００４９】
　ところで、各均熱部材は、全て厚みが大きければ大きい（厚い）ほど端部温度上昇を防
止する効果も大きくなるが、厚くなりすぎるとウォーミングアップが遅くなり、またエネ
ルギー効率も低下する。そのため、本例では、支持部材側の均熱部材２４３の厚さを２ｍ
ｍ、中間の均熱部材２４４の厚さを１．５ｍｍ、ニップ側の均熱部材２４２の厚さを０．
６ｍｍとしている。また、基材２４１は、接続部材２４１Ｓの厚さが１ｍｍであり、中央
部材２４１Ｃの厚さは、接続部材２４１Ｓの厚さ＋中間の均熱部材２４４の厚さである２
．５ｍｍとしている。またニップ形成部材２４の長手方向長さ、即ち、均熱部材２４２、
２４３の長さは、ヒータ２３の、特に大サイズ紙に対応した長手方向両端部の発熱領域に
相当する範囲と、この発熱領域の長手方向外側の非発熱領域に相当する範囲とにまたがる
ようになっている。このような構成によって、ヒータの発熱領域に対応する定着ニップで



(10) JP 6648558 B2 2020.2.14

10

20

30

40

50

の加熱領域で余剰となる熱を非加熱領域に移し、高粘着領域への加熱に利用できる。直接
加熱する態様よりも低い熱量供給によって、高粘着領域での過剰な高温状態による不具合
が回避される。また高粘着領域が高温の時には均熱部材２４２の長手方向端部の更に外側
に熱を捨てることができることとなる。
【００５０】
　なお、図３～５では厚さ方向を長さ方向に対して誇張して描いている。また、図３～５
はニップ形成部材２４の構成を説明するための模式図であり、長さ方向を含め、各部材の
寸法は、実部材をそのまま縮小したものとは異なって描かれている。図３～５の構成では
、基材２４１を複数部材に分割し、また、中間の均熱部材２４４を設けた構成となってい
るが、基材や各均熱部材は、それぞれが分割された板形状の部材を用いることができ、凸
部や凹部を有する一体の部材であっても良い。
【００５１】
　ニップ形成部材２４を、このような３層構造とすることに代えて、単板の均熱部材２４
２だけで構成してもよい。ニップ形成部材２４は支持部材２５によって、その長手方向全
体が支えられているので、３層構造の場合の均熱部材２４２を、その寸法のまま単盤とし
て利用することもでき、材料の節約を図る一方で、定着ベルト２１の内部空間に余裕を持
たせることもできる。
【００５２】
　図６は、ニップ形成部材２４／均熱部材２４２、反射部材２７、ホルダ２６のフランジ
部２６ａ、ヒータ２３ａ，２３ｂ、加圧ローラ２２及びその高粘着領域２２ａ等の配置関
係を示す図である。なお、以下の説明において、定着ベルトの幅方向中央側を「幅方向内
側」、定着ベルトの幅方向端部側を「幅方向外側」とも称する。
【００５３】
　既述のように、均熱部材２４２／ニップ形成部材２４の長さは、その両方の幅方向外側
端部２４２ｏｕｔが、端部加熱用の端部ヒータ２３ｂの発熱領域（ハロゲンヒータの場合
、フィラメントが長手方向にわたって連続して密に巻かれることで構成される発熱部）の
幅方向外側端部から、この発熱領域の更に幅方向外側の非発熱領域までの範囲に位置する
ように設定されている。またヒータ２３による定着ベルト２１への輻射効率を高めるため
の反射部材２７の幅方向外側端面２７ｏｕｔは端部ヒータ２３ｂの発熱領域を全てカバー
し、均熱部材２４２の軸方向外側端部２４２ｏｕｔより軸方向外側に位置し、均熱部材２
４２と併せて端部の温度上昇効果を図っている。
【００５４】
　なお、図７，８にも示すように、均熱部材２４２の軸方向外側端部２４２ｏｕｔの近傍
に切欠き４０が形成されていてもよい。この切欠き４０に、基材２４１の端部材２４１Ｔ
に設けられた凸部２４１ａが嵌め込まれ、これによりニップ形成部材２４のニップ側の表
面全面が平坦になるよう構成されている。切欠き４０は均熱部材２４２が定着ベルト２１
に対して接触する面積を減らし、切欠き４０が形成された箇所から軸方向外側への熱伝導
機能を低くするだけでなく、高粘着領域（グリップ部）２２ａへの熱量供給量を制御して
、朝一番の起動時等で熱が端部に流れ過ぎて温度ダレを生じることを抑制可能である。切
欠き４０の軸方向外側端部は高粘着領域２２ａの軸方向外側端部（加圧ローラ端部に同じ
）より軸方向外側に、また軸方向内側端部は高粘着領域２２ａの軸方向内側端部に一致し
て設定されており、切欠きの軸方向内側端部が均熱部材２４２の実質的な外側端部となっ
ていて、通紙想定最大用紙であるＡ３ノビサイズ紙（幅３２０ｍｍ）の通紙領域をカバー
している。また、端部ヒータ２３ｂの端部を覆うように、固定遮光部材４２が設けられて
いる、高粘着領域２２ａより軸方向外側に位置することで均熱部材２４２と併せて端部の
温度上昇効果を図っている。更に中央ヒータ２３ａ、端部ヒータ２３ｂの両端を保持する
ヒータ封止部２３ｃが、固定遮光部材４２や支持部材２５と共にホルダ２６のフランジ部
２６ａに固定されており、そのためにフランジ部２６ａの内側端部は固定遮光部材４２の
外側端部やヒータ封止部２３ｃよりも中央寄りに位置している。
【００５５】
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　上記の実施形態では、既述のように、離型層がなく弾性層をむき出しにすることで高粘
着領域２２ａを形成しているが、経時的に摩擦係数が低下することに対応するべく、高粘
着領域を交換可能にした別の構成例をここで説明する。
【００５６】
　図９，１０に示すように、加圧ローラ２２は、先の実施形態でも説明したように、中実
に形成されたその本体が、芯金２２ｂ上に弾性層２２ｃ、フッ素樹脂から成る離型層２２
ｄを順に積層して構成され、芯金２２ｂの軸方向両端に延伸して設けられたローラ軸２２
ｅを有している。そして、弾性層２２ｃの一部がグリップ部材５０の内周部側まで軸方向
に延設している。
【００５７】
　高粘着領域を構成するグリップ部材５０は、鉄、アルミニウム、ステンレス等の金属又
はＰＰＳ、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）等の耐熱性樹脂を用いて少なくとも円
筒形状に成形されたベース部材５１と、ベース部材５１の外周上にシリコーンゴム等を用
いて形成された弾性層５２とから構成されている。弾性層５２を構成するシリコーンゴム
に、比較的低弾性でタック性が高い材質のものが用いられる。なお、「少なくとも円筒形
状」とは、円筒形状だけでなく、カップ形状も含むことを意味する。本例では、カップ形
状のベース部材５１を示している。なお、カップ形状のベース部材５１には、カップの底
部にローラ軸２２ｅを通す穴が設けられている。
【００５８】
　グリップ部材５０は、加圧ローラ２２に、ローラ部材として一体となるように固定され
て、ローラ軸２２ｅが回転駆動されることにより、グリップ部材５０も加圧ローラ２２の
一部として回転し、当接する定着ベルト２１にその駆動力を伝達する。本例では、ベース
部材５１のカップ底面にローラ軸２２ｅを挿入可能なほぼ同径の穴を設け、更に両者に設
けた回り止め用のキー溝を利用してローラ軸２２ｅからグリップ部材５０へ回転駆動を伝
達させるようになっている。また、弾性層２２ｃにおけるグリップ部材５０の内周部側ま
で延伸した部分の外径とベース部材５１のカップ内径を略同一径として圧入して加圧ロー
ラ２２の本体部とグリップ部材５０を嵌合する構成としてもよい。なお、ローラ軸２２ｅ
にＣリング溝を設けておき、グリップ部材５０を加圧ローラ２２に装着した後にＣリング
溝にＣリングを取り付けることで、グリップ部材５０の軸方向の抜け止めとするとよい。
【００５９】
　高粘着領域を交換可能にした更に別の例を図１１に示す。加圧ローラ２２の芯金２２ｂ
の端部には、Ｈカット（小判形状）２２ｆが施されている。また、図１１ａに示すように
、端部グリップ部材６０の芯金２２ｂと嵌合する穴には、芯金２２ｂのＨカット２２ｆに
合うようなＨカット６３が施されている。この端部グリップ部材６０の穴を、芯金２２ｂ
に挿入することで周方向に固定される。更に、図１１ｂに示すように、端部グリップ部材
６０の軸方向位置決めは、ＥリングやＣリング等の固定部材６４を用いることが望ましい
。このような構成により、端部グリップ部材６０は、加圧ローラ２２に対して脱着可能で
あり、端部グリップ部材６０のみを交換することができる。
【００６０】
　以上のような構成の定着装置において、即ち、均熱部材を用いて高粘着領域を加熱する
構成としても、非常に長時間印刷を継続する（連続通紙）と、高粘着領域が硬化促進され
る温度となる場合があり得る。そのような場合には、即ち、所定以上の連続通紙を行う場
合には、通紙する用紙の通紙間隔を広げて、それによってヒータ２３の単位時間当たりの
出力を減少させることで、温度上昇を抑制して、高粘着領域の硬化に伴うグリップ性の低
下を防ぐようにするのがよい。
【００６１】
（定着装置の第２例）
　図１２は、第２の実施形態に係る定着装置２０’を示す概略的な断面構成図で、図２に
対応するものである。第１の実施形態と同一の構成部分については、同じ符号を付して説
明を割愛し、異なる点についてのみ説明する。
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【００６２】
　即ち、この定着装置２０’は、定着ベルト２１の内周側に、該ベルトに非接触で回動す
るように配置された遮光部材２８を有する。この可動性の遮光部材２８は、図１３に示す
ように、段付き形状となっている。例えば、遮光部材２８は、Ａ３縦通紙時にＡ３縦用紙
よりも外側のヒータ部分を覆って遮光する大サイズ用の下側部分２８ａと、Ａ４縦通紙時
にＡ４縦用紙よりも外側のヒータ部分を覆って遮光する小サイズ用の上側部分２８ｂを備
えている。そして、遮光部材２８が基本的に通紙する用紙サイズに合わせて回転移動する
ことで、加熱に不必要な輻射の領域を遮断する。
【００６３】
　図１３は、各種サイズの用紙が定着処理される際の可動性の遮光部材の位置を示す図で
ある。図１３ａにおいて、通紙幅ＡはＡ３ノビサイズに対応する。このようなサイズの用
紙の定着処理を行う場合、可動性の遮光部材２８を最も開放する状態である待機位置に配
置して、中央ヒータ２３ａと端部ヒータ２３ｂの両方に通電し、軸方向中央側の発熱部ｈ
１と軸方向両端部側の発熱部ｈ２を発熱させ、均熱部材２４２の端部までを温め、高粘着
領域への熱供給も素早く行うようにする。図１３ｂにおいて、通紙幅ＢはＡ３縦サイズに
対応する。この場合、中央ヒータ２３ａと端部ヒータ２３ｂの両方に通電して両方の発熱
部ｈ１，ｈ２を発熱させるが、可動性の遮光部材２８は、図１３ａに示す待機位置から図
の上方へ少し移動した第１の遮蔽位置に配置される。これにより、端部ヒータ２３ｂの発
熱部ｈ２のうち、通紙幅Ｂよりも外側の部分が遮光部材２８によって覆われ、Ａ３縦サイ
ズの通紙幅Ｂに対応した範囲が加熱される。図１３ｃにおいて、通紙幅ＣはＡ４縦サイズ
に対応する。この場合、中央ヒータ２３ａのみに通電して、軸方向中央側の発熱部ｈ１を
発熱させ、可動性の遮光部材２８は図１３ｂの位置から更に上方へ少し移動した第２の遮
蔽位置に配置され、端部ヒータ２３ｂの発熱部ｈ２を覆う。このようにすることで、異な
る用紙サイズを続けて定着処理する場合でも、端部ヒータ２３ｂの通電を遮断するだけよ
りも、端部ヒータ２３ｂの余熱も遮蔽することができ、定着ベルト２１や加圧ローラ２２
への無駄な加熱を回避できる。なお、通紙幅Ｄはハガキサイズに対応し、中央ヒータ２３
ａのみに通電して、軸方向中央側の発熱部ｈ１を発熱させつつ、遮光部材２８を図１３ｃ
の位置から更に中央ヒータ２３ａの発熱部ｈ１の両端を遮蔽することで、ハガキサイズの
用紙の定着処理に対応させる。なお各種サイズの用紙を定着処理する際、ウォーミングア
ップが入る場合には、可動性の遮光部材２８を図１３ａの待機位置にとどめて両ヒータを
点灯して高粘着領域の温度を高め、しかる後に各サイズに合わせて可動性の遮光部材２８
を閉じる。そして連続通紙する場合には、高粘着領域が過剰に温度上昇して硬化につなが
ることがないように、遮光部材２８を徐々に閉じるようにしてもよい。
【００６４】
　斜め遮光部分を利用して様々な紙幅に合わせた遮光を実現することも可能である。これ
によって、熱源の本数は通紙する想定サイズ全てに合わせて用意する必要がない（本例の
場合、２本のヒータ２３ａ，２３ｂのみ）。可動性の遮光部材２８があることにより、非
通紙領域への直接加熱が制限される一方、均熱部材２４２、２４３、２４４による定着ベ
ルト２１の幅方向均熱化によって加圧ローラ２２の高粘着領域を適切に加熱して粘性を確
保することが容易である。
【００６５】
（定着装置の第３例）
　図１４は、第３の実施形態に係る定着装置２０“を示す概略的な断面構成図で、図２，
１２に対応するものである。第１、第２の実施形態と同一の構成部分については、同じ符
号を付して説明を割愛し、異なる点についてのみ説明する。この定着装置２９”は定着ベ
ルト２１の内周側に空間的余裕がない場合に対応する構成であり、支持部材２５とヒータ
２３の間に反射部材を設ける代わりに、支持部材２５の、ヒータ２３に向いた面に、ヒー
タ２３からの光を定着ベルト２１へ反射する鏡面処理を施すものである。このような鏡面
処理によっても、ヒータ２３からの輻射熱等により支持部材２５等が加熱されてしまうこ
とによる無駄なエネルギー消費を抑制できる。
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【符号の説明】
【００６６】
　２０　定着装置
　２１　定着ベルト
　２２　加圧ローラ
　２３　ヒータ
　２４　ニップ形成部材
　２５　支持部材
　２６　ホルダ
　２８　遮光部材
　２４２、２４３、２４４　均熱部材
　２４１　基材
【先行技術文献】
【特許文献】
【００６７】
【特許文献１】特開２００７－３３４２０５号公報
【特許文献２】特開２００９－３４１０号公報
【特許文献３】特開２０１３－１３７４７０号公報

【図１】 【図２】

【図３】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】
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